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千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

可能 可能不可能可能
1 1 1

3 3

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

― ( ) ―

埼玉県さいたま市大宮区

株式会社　大宮支部

2 0

※会計年度（元号：令和は9） ※収納年月日（元号：令和は9）

 2．令和

ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

納付の場所

日本銀行（本店・支店・代理店又は歳入代理店）、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署

概

算

・

増

加

概

算

保

険

料

算

定

内

訳

，

日

億

27 特 掲 事 業

徴収勘定

枝 番 号

－ 0

25

※証券受領

１０００分の

15.50

(ｲ)

18.50
１０００分の

(ﾛ)

5

6 7

5

(ﾍ) １０００分の

3.00千円
5

令和から1

1

(ﾛ)

，

，

事

業

主

郵便番号

(注1)

一

般

拠

出

金

は

延

納

で

き

ま

せ

ん

石

綿

に

よ

る

健

康

被

害

の

救

済

に

関

す

る

法

律

第

3

5

条

第

1

項

に

基

づ

き

、
労

災

保

険

適

用

事

業

主

か

ら

徴

収

す

る

一

般

拠

出

金

(注2)

円

（ハ） 氏　　名
法人のときは
代表者の氏名

代表取締役　○○ ○○

，

，

(ﾎ)

(ﾍ)

(ｲ)

，
1 6

円

(ﾆ)今期労働保険料
((ｲ)－(ﾛ)又は(ｲ)＋(ﾊ))

1,135 円

23

418,749

(ﾄ)今期納付額((ﾆ)＋(ﾍ))(ﾍ)一般拠出金額
(⑩の(ﾍ)-22の(ﾎ))(注2)

事業又は
作業の種類

円

社会保険労務士事務所

百

十

内
　
　
訳

一 般
拠 出 金

， ， ，
3 5

1 47

十

円

円

6
百

Ұ 4 1

万

領　収　日　付　等

， ， ，
94

（官庁送付分）労働保険特別会計歳入徴収官　

〒

あて先

7

0 5 年度
確定

（全期又は1期）

〒（住所）

 納付の目的

十

埼玉県さいたま市大宮区

000
納　付　額
（合計額）

 1．令和

期
年度
概算0 6 1

百

Ұ 4 1

Ұ 1

上記の合計額を領収しました。

8

百 十 万 千億 千

労 働
保 険 料

十十

1

億 千 十

，

万十

，

千千 百

1 1

都道府県

60

1 0 1

年度元号

－9

円百千

翌年度５月１日以降　現年度歳入組入

4

6118

◎数字は記入例にならって黒のボールペンで力を入れて枠からはみださないように記入して下さい。

年度厚生労働省
所 管

52Ұ 1 7 8

労働保険
特別会計 0847

3 9

0 6※令和

6（記入例）

，

65

6 6

，

5

算 定 期 間

十

埼玉県さいたま市大宮区

株式会社　大宮支部

(1)廃止 (2)委託
(3)個別 (4)労働者なし
(5)その他

電話番号

保険関係成立年月日

24 事業廃止等理由

円

0

（イ） 住　　所
法人のときは主たる
事業所の所在地

417,614

国庫金

0

千円

6

18.50
１０００分の

１０００分の

5

，

(ﾎ)

－

労働保険料

労災保険分

（注1）
一 般 拠 出 金

(ｲ)

⑪

区 分

7 5

(ｲ)

，

(ﾛ)

1
， 千円

※修正項目

5

※再入力区分※データ指示コード

種

都道府県

1 1

3

3

※修正項目番号 ※入力徴定コード

－

別

万

7 0

百 十

－

枝 番 号

00

⑩ 確定保険料・一般拠出金額 （⑧×⑨）

9

01

※保険関係

月4 から

※片保険理由コード

5

5
千円

年6 3

，

⑨保険料・一般拠出金率

3.00

労働保険特別会計歳入徴収官殿

1

2

※ 各 種 区 分
保険関係等 業 種

日元 号

産業分類

※事業廃止等理由

管轄(2)

月

－

－

まで

⑤雇用保険被保険者数
千

日 令和

1

月5 年令和算 定 期 間

十

2 1

31 日

年

0

③事業廃止等年月日（元号：令和は９）

－

⑯事業主の電話番号（変更のある場合記入）

，

円

(ﾛ)

充当額

⑱ 申 告 済 概 算 保 険 料 額

⑮事業主の郵便番号（変更のある場合記入）

(⑱－⑩の(ｲ))

⑧⑩⑫⑭⑳の(ﾛ)欄の金額の前に「Ұ」記号を付さないで下さい。

※検算有無区分 ※算調対象区分

(ｲ)

4

，

納付回数

91

円
0

0

3

3

9 3
，

5
， 円

81,069

(ﾊ)

928,566

還付請求

⑲申告済概算保険料額

不足額
1：労働保険料

のみに充当
2：一般拠出金

のみに充当
3：労働保険料

及び一般拠
出金に充当

(⑩の(ｲ)－⑱)

，

円

円

，

－

１０００分の

8

⑰

延納の申請

，

(ﾎ)(ﾎ)

3 5

2

，

31

1

，

1

まで

0 0 9

9

7

3

6
円

3

円

月 日

，

，
1

，

0 0

7

4

3

円

5

円

⑭ 概算・増加概算保険料額 （⑫×⑬）

9
，

0

3

3

人

，

(ｲ)

月4

千円

年

，

千円

，

8

7

１０００分の

千円 15.50
(ﾎ)

年

，

，

，

人 十

⑧ 保険料・一般拠出金算定基礎額

5
百

－
月 日

十 万

②増加年月日（元号：令和は９）

管 轄

年

0

基 幹 番 号

④常時使用労働者数

1

元 号

－

2 443

－

申告書記入イメージ

 ※これを印刷して申告書とし
　 て提出することはできませ
　 ん。申告書に転記するため
　 にご利用ください。

(ﾛ)

，
労災保険分

区 分

，

1

6 5

6令和

1

所掌

1

2

労働保険料

1

，

1

28

(ﾍ)

4

⑫ 保険 料算 定基 礎額 の見 込額

，

4

(ﾛ)

(ｲ)

①
労働
保険
番号

⑦

千

29
（イ）該当する
（ロ）該当しない

81,069

7

5

⑬保険料率

， 0.02

，

日

(ﾇ)第2期納付額
((ﾁ)－(ﾘ))

336,545円

(ﾛ)労働保険料充当額
(⑳の(ｲ)(労働保険料分の
み))

殿

収納
機関

-

徴定 ※データ
指示コード

株式会社　大宮支部

円

※内証券受領※ ※

（氏名）

認決
区分

0000

2

※

労働保険

2 43

※取扱庁番号

XXXXXXXX

※ＣＤ基 幹 番 号

元号

6

※収納区分

1

－

2 1
全
部

－
月

－9

円

30840

所掌

（ロ） 名　　称

事

業

期

別

納

付

額

( ロ ) 名 称

(イ )所 在地

第
３
期

労働保険

26 加入している

円

労働
保険
番号

一
部

保険料収入及び
一般拠出金収入

※ 取 扱 庁 名

0

－
年度

管 轄

年

※徴定年度
（元号：平成は７、令和は9）

円336,545336,545

4 0

○ ○ 労 働 局

領収済通知書㊞

0 6
元号

（イ）労災保険
（ロ）雇用保険

(ﾜ)第3期納付額
((ﾙ)－(ｦ))

円

円

還付額

第

1

期

初

期 336,545

全

期

又

は

(ﾙ)概算保険料額
(⑭(ｲ)÷⑰)

円

(ﾊ)不足額(⑳の(ﾊ))

，

第
２
期

(ｲ)概算保険料額
(⑭(ｲ)÷⑰＋次期
以降の円未満端数)

336,545

円 円

(ﾘ)労働保険料充当額
(⑳の(ｲ)－ 22 の(ﾛ))

(ト)概算保険料額
(⑭(ｲ)÷⑰)

確

定

保

険

料

算

定

内

訳
雇用保険分

雇用保険分

差引額

21増加概算保険料額
(⑭の(ｲ)－⑲)

円

30⑳

22

，

(ﾛ)

(ﾎ)

(⑱－⑩の

(ﾎ)一般拠出金充当額

(⑳の(ｲ)(一般拠出金分のみ))
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